
様式第9号(第8条関係)

証明書

(国民健康保険一部負担金　減額・免除・徴収猶予)

証明書番号　　　第　　　　　号　　

	被保険者記号番号
	世帯主
	住所
	　

	み色
	A
	
	氏名
	　

	療養の給付を受ける方
	氏名
	　

	
	生年月日
	年　　　月　　　日生

	決定事項
	□
	減額(　　　割)
	期間
	年　　　月　　　日から

年　　　月　　　日まで

	
	□
	免除
	
	

	
	□
	徴収猶予
	
	


　上記のとおり相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

色麻町長　　　　　　　　　　印　

注意事項

　1　療養の給付を受ける際、この証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関に提出してください。

　2　減額の場合には、保険医療機関は、この証明書記載の割合に相当する額を次の算式より、一部負担金から差引いた金額を徴収してください。

　　ただし、免除又は徴収猶予の場合は支払う必要はありません。

　　　一部負担金－(一部負担金額×上記減額割合)＝窓口で徴収すべき一部負担金

　　窓口で徴収すべき一部負担金に5円未満の端数がある場合は切捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、切り上げて徴収してください。(国保法第44条の2)

　3　保険医療機関は、診療報酬請求書を提出する際、診療報酬明細書に減額(減額割合)・免除・徴収猶予の別を記入してください。この証明書は、当該診療報酬明細書に添付してください。


